
沿道開発事業者の皆様へ 

    東東京京２２３３区区のの路路上上工工事事改改善善協協力力依依頼頼      
道路を利用して工事や作業を行う場合は、工事場所周辺の道路交通への配慮と工事の円滑化のために、こ

こに示す依頼にご協力下さい。 

※東京都道路工事調整協議会は、国・都の道路管理者、警察、占用企業で構成され、道路上の工事を計画的

かつ合理的に施工し、道路構造の保全、円滑な交通、事故の防止を目的とした協議会です。 

依頼その１  ●路上工事の縮減                    
 

建築計画時および施工計画時には、道路の掘り返しや交通規制を減らすために、各占用企業者と十分に

調整されるとともに、施工を工夫することができないかご検討下さい。 

 占用企業者との調整例 ：・各種ライフライン供給管の集約と共同施工の実施（下図） 

・建築工事用仮設備を供給設備へ活用 

 施 工 方 法 の 工 夫 例 ：・資機材の配置や施工順序を調整し建築敷地を有効に活用 

依頼その２  ●交通集中時期の工事抑制           

 

交通量が増加する年末などの時期には、渋滞を緩和するために、

工事を控えることができないかご検討下さい。 

 

依頼その 3  ●舗装工事完了後の工事回避           

舗装修繕工事等により舗装を綺麗にした区

間では、舗装の延命化や住環境への影響を軽減

するために、路上工事の回避や延期ができない

かご検討下さい。 
 *：期間の詳細は、各道路管理者にお問合せ下さい。 

 舗装更新後、一

定期間*は掘り

返し禁止です！ 

 一箇所で 

スッキリ！ 

東京都道路工事調整協議会※ 

東京２３区 


